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全日本学生バドミントン連盟規約

第 1章 名称、組織及び本部

第 1条 本連盟は、全日本学生バドミントン連盟（Japan Intercollegiate Badminton
Federation）と名称する。

第２条 本連盟は、各地区学生バドミントン連盟（以下、地区学連と省略）の全加盟校を以

って組織する。

第 3条 本連盟は、本部を横浜市青葉区鴨志田町５６０－５「サンヒルズ金子」３０３号

室に置く。

第４条 本連盟は、（財）日本バドミントン協会に加盟する。

第 2章 目 的

第５条 本連盟は、日本における学生バドミントン競技を総括代表し、その活動を通じて

学生バドミントンの普及と競技力向上に努め、フェアプレイの精神を養い、学生

相互の交流と親睦を図り、学生バドミントン競技を発展させる事を目的とする。

第 3章 地区学連の組織及び資格

第６条 各地区学連は、各地区学生バドミントン競技を総括代表する。その区分は、北海

道地区、東北地区、関東地区、中部地区、関西地区、中・四国地区、九州地区と

し、各地区学連の名称は、冒頭に地区名を冠して○○学生バドミントン連盟とす

る。

第７条 各地区学連は、必要に応じて地区学連支部を設けることができる。但し、支部の

設置については、当該地区学連の承認を必要とし、地区学連はその旨を直ちに本

部へ届け出なければならない。

その場合、支部の名称は○○学生バドミントン連盟○○支部とする。

第 8条 各地区学連及び地区学連支部の規約に関しては、各地区学連において之を定め、

常任委員会の承認を必要とする。

第 9条 各地区学連の地域割は、次の都道府県別とする。

北海道地区学連：北海道全域

東北地区学連：青森、岩手、宮城、山形、秋田、福島

関東地区学連：東京、神奈川、茨城、群馬、埼玉、千葉、栃木、山梨



2

中部地区学連：新潟、長野、富山、石川、福井、静岡、愛知、岐阜、三重

関西地区学連：京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、滋賀

中・四国地区学連：鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知

九州地区学連：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

第１０条 各地区学連に加入できる団体は、文部科学省令に定める大学及び短期大学(以下、

大学と略する)において公認されたバドミントン競技団体（部）とする。

第４章 役員の選出及び任務

第１１条 本連盟には、次の役員を置く。

１．会 長 1名
２．副 会 長 3名以内
３．委 員 長 1名
４．副委員長 2名
５．常任委員 １０名以内

６．代 議 員 １８名

７．会 計 １名

８．会計監査 ２名

第１２条 会長は、代議員総会において推薦し、本連盟を代表して会務を統括する。会長の

任期は１期２年とする。但し、再選を妨げない。

第１３条 副会長は、代議員総会の推薦により会長が之を委嘱する。副会長は会長の職務を

補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。副会長の任期は、会長の任期に

準ずるものとする。

第１４条 委員長は、常任委員が互選し、代議員総会の承認を得て本連盟の常務を統括する。

第１５条 副委員長は、常任委員が互選し、代議員総会の承認を得る。副委員長は委員長の

職務を補佐し、委員長に事故ある時は、これを代行する。但し、委員長の所属す

る大学より副委員長を選出することはできない。

第１６条 副委員長に事故ある時は、当該者所属地区学連選出の代議員が、常任委員会の承

認を得てその職務を代行することができる。

第１７条 本連盟の会計は、常任委員が互選し、代議員総会の承認を得る。但し、本部所在

地区学連から選出された者がこの任に当たる。

第１８条 会計監査は、本部所在地学連以外の代議員から選出し、代議員総会の承認を得る。
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第１９条 常任委員は、各地区学連の委員長７名及び本部所在地の学連から選出された者若

干名が、この任に当たる。

常任委員は、常任委員会の構成員となり、本部と各地区学連の連絡にあたる。

本部所在地の学連から選出された常任委員は、委員長を補佐し本部の庶務を担

当する。次期大会開催地区の常任委員は、次期大会に関する庶務を担当する。

第２０条 代議員は、各地区学連の総会によって選出する。但し、その選出人数については、

各地区学連の加盟人数の割合に応じて決定する。

第２１条 （財）日本バドミントン協会の理事、評議員及び専門委員等の選出は、常任委員会

がこれを行う。

第２２条 会長、副会長を除く役員の任期は、１年とする。但し再選を妨げない。また、後

任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。

第２３条 本連盟は、必要に応じて、常任委員会及び代議員総会の議を経て、名誉会長、顧

問及び参与等の役員を置くことができる。これらの役員は、常任委員会及び代議

員総会に出席し意見を述べることができるが、議決権はないものとする。

第 5章 会 議

第２４条 本連盟には、次の機関を置く。

１．代議員総会

２．常任委員会

第２５条 代議員総会は、会長、副会長、委員長、副委員長、会計、その他の常任委員及び

代議員を以って構成し、次の事項を審議し決定する。

１．事業総括並びに収支決算

２．事業計画並びに予算編成

３．役員の選出

４．規約の改正

５．その他本連盟に関する重要事項

第２６条 代議員総会は、本連盟の最高議決機関であり、毎年１回会長がこれを召集する。

第２７条 代議員総会は、構成員の 3分の２以上の出席によって成立する。また、議決は
出席者の３分の２以上の賛成を必要とする。

第２８条 代議員総会は、構成員の 3分の 1以上の要求がある場合は臨時に開かねばなら
ない。

第２９条 常任委員会は、会長・副会長・委員長・副委員長・会計・及びその他の常任委員を以

って構成し、本連盟の常務を掌握して事業運営の任にあたる。

常任委員会は構成員の３分の２以上の出席によって成立し、議決は出席者の３分
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の２以上の賛成を必要とする。

第３０条 代議員総会及び常任委員会では、議事録を作成し、議長及び出席者の代表１名が

署名・捺印の上、これを保管する。

第 6章 事 業

第３１条 本連盟は、第５条の目的を達成する為、次の事業を行う。

１．全日本学生バドミントン選手権大会

２．全日本学生バドミントン東西対抗競技会

３．東日本学生バドミントン選手権大会

４．西日本学生バドミントン選手権大会

５．その他本連盟の目的達成に必要な事業

第３２条 各地区学連主催の事業に関しては、当該地区学連の委員長が、その予定及び結果

を本部に報告しなければならない。

第 7章 登 録

第３３条 各地区学連は、年度当初に、本部の定める用紙にて、各地区学連加盟の大学名簿

及び本連盟加盟申請書を作成し、本部に提出しなければならない。名簿には、大

学名及びその所在地、登録学生の住所・氏名・性別・年令・学年・入学年度等が記入

されていなければならない。

第３４条 登録単位は、第 10条が規定する大学の独立した部活動を 1単位とする。
第３５条 前条の登録単位は、同一大学に男子部と女子部がある場合は、別個の登録単位と

する。

第３６条 登録後に変動がある場合、当該地区学連は、遅滞なく本部に届け出ねばならない。

第３７条 各地区学連に登録した大学は、必ず本連盟に登録せねばならない。

第３８条 本連盟への登録年数は、加盟校に入学した入学年度から継続した 4年間(短大
は 2年間、医学部は 6年間)とする。
但し、一旦大学を中退し同一大学へ再入学、又は他大学へ編入した場合は、当該

登録学生を調査し、常任委員会でこれを決定する。

第３９条 本連盟の主催する大会は、日本国で出生し引き続き国内に居住している登録学生

が出場できるものとする。但し、外国人留学生については別途定める。

第４０条 次の各項に該当する登録学生は、本連盟主催の大会には出場することができない。

１．一旦大学を卒業した者。但し、短大より上級大学へ編入する者に限り卒業と

して取り扱わない(残り年数は 2年とする)。
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２．理由の如何を問わず停学謹慎中の者及び休学中の者。

３．聴講生・研究生・通信課程生・大学院生

第８章 経費及び会計

第４１条 本連盟の経費は、登録費（団体・個人）及びその他の正当な収入によって支弁する。

但し、登録費の詳細は別途定める。

第４２条 本連盟の会計年度は、毎年１月 1日から１２月３１日までとする。
第４３条 本連盟の登録費は、登録と同時に各地区学連が一括して本部に納めなければなら

ない。

第 9章 罰 則

第４４条 本連盟の規定する事項に反した場合は、本連盟及び該当地区学連に対する一切の

権利を失う。但し、罰則を適応される期間は登録年数からこの期間を差し引くも

のとする。.
第４５条 学生としての本分に反したる者は、各地区学連の総会において処罰し、常任委員

会の承認を得るものとする。

第 10章 規約の改正

第４６条 本規約の改正は、常任委員会で審議し、総会においてこれを承認する。

第 11章 付則

第４７条 １．この規約は、１９６６（昭和 41）年 4月 1日より発効する。
２．この規約の一部改正は、１９９０（平成 2）年 4月 1日より施行する。
３．この規約の一部改正は、１９９０（平成 2）年 6月 1日より施行する。
４．この規約の一部改正は、１９９８（平成 10）年 4月 1日より施行する。
５．この規約の一部改正は、２００２（平成 14）年 10月 10日より施行する。


